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「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2027」 出品者公募要領 

 

2018 年に誕生した、美術展とアートフェアをボーダレスに展開する「ARTISTS’ FAIR 

KYOTO（AFK）」は、今年度も刺激的な新しい才能を発掘・発信するため、下記のとおり出品

者を公募します。 

 

記 

 

１ 名称 

  ARTISTS’ FAIR KYOTO 2027 (AFK2027) 

 

２ 主催 

  京都府、京都新聞、ARTISTS’ FAIR KYOTO 実行委員会 

 

３ 開催概要 

  会 期 2027 年 3 月 5 日（金）～ 7 日（日） *内覧会：3 月 4 日（木） 

  会 場 京都国立博物館 明治古都館（京都府京都市東山区茶屋町 527） 

 

４ 募集人数 

  5～10 名程度 

 

５ 応募資格・要件 

  以下を全て満たすこと。 

(1) 18 歳以上 40 歳未満（2027 年 3月 31 日時点の年齢）であること。 

 (2) 会期中は出品者自身が会場に常駐し、来場者の対応（作品説明や商談等）を行うこと。 

*やむを得ない事情がある場合は代理を立てることも可とするが、これの手配並びに 

費用は出品者の自己負担とする。 

 (3) 本フェア出展に係る費用（交通費、滞在費、展示備品、機材費など）は、出品者の自己

負担とする。ただし、作品輸送費・自己搬入費については、上限を設けた上で事務局が

一部負担する。 

 (4) 作品販売に係る手続きについて、責任を持って行うこと。なお、販売作品の引き渡しは

会期終了後に行うこと。 

 (5) 作品の保守管理は、搬入～展示～搬出の間、出品者自身が責任をもって行うこと。 

 (6) 作品の設置撤去は、出品者自身が責任をもって行うこと。なお、代理人や業者などに 

依頼する場合は、出品者自身で手配し費用を負担すること。 

    設置 平面：3 月 2 日（火） 

       インスタレーション、大型立体等：3 月 1 日（月）、2 日（火） 

    撤去 3 月 8 日（月） 
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    *いずれも予定 

    *作品輸送については、主催者の指定日に集荷・返却を行う。 

     ただし、過度な重量、大きさのもの、また出品者の都合により指定日に取り扱いが

できないものについては、出品者自身の手配で輸送すること。 

(7) 出品者ごとに配分されたスペースにできるだけ多くの作品を展示すること。また、展示

作品が売約となった場合は、展示替えができるよう十分に作品ストックを準備すること。 

(8) 2026 年 8 月中旬開催の出品者説明会（オンライン開催）に参加、または後日配信する

説明会動画を必ず視聴すること。 

(9) 基本的なパソコン作業が可能であること。また、実行委員会事務局との連絡に滞りな

く、提出物の期限を厳守すること。 

(10) 日本語での連絡・応対が可能なこと。なお、通訳など代理人を立てることも可とするが、

これの手配並びに費用は出品者の自己負担とする。 

 (11) AFKへの過去参加実績が 3回未満であること。 

 

６ 応募方法 

  下記応募フォームから御応募ください。 

  https://artists-fair.kyoto/entry/ 

 

 (1) 入力事項 

   氏名/性別/生年月日/年齢/現住所/電話番号/メールアドレス/AFK 参加歴/ 

略歴/コンセプト・テーマ（1,000 字以内）/備考 

 (2) ポートフォリオ 

・PDF 形式（A4・縦横自由・任意様式）で、１つのデータ（20MB 以内）にまとめた    

状態で提出してください。 

・表紙に自身の氏名を必ず記載してください。 

・掲載する作品点数は 15 点程度としてください。 

・作品写真は、正面だけでなく作品のアップや展示風景等さまざまな視点で確認できる

よう、できるだけ複数の写真を掲載してください。 

・作品には、タイトル/制作年/技法/素材/サイズ/発表場所/発表年を付記してください。 

・既存作を出品希望する場合は、当該作品に『出品作品希望』と付記してください。 

・参考資料として、展覧会や関連のカタログなどの提出も可としますが、当該資料の  

提出にあたっては、必要部分を抜粋しポートフォリオとまとめて１つのデータにして

提出してください。 

・作品現物は受け付けません。なお、映像・音声データ等で構成される作品については、

YouTube にアップロードし、当該リンクをポートフォリオの作品該当ページに記載す

る形で提出してください。 

 (3) 応募費用 

   無料 

https://artists-fair.kyoto/entry/
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 (4) 応募期限 

   2026 年 6 月 24日（水）17:00 まで 

    *郵送や電子メールなど、応募フォーム以外による方法、期限を超過して応募された 

ものについては一切受け付けませんので、ご注意ください。 

    *20MB を超えるデータのアップロードはサーバーの都合上できませんので、 

     ご注意ください。 

 

７ 応募者向け説明会 

  AFK2027 出品応募に係る条件やルール等に関するオンライン説明会を実施します。 

   *本説明会に不参加でもご応募いただけます。 

*本説明会への参加が選考に影響するものではありません。 

 (1) 実施日時 

   2026 年 6 月 9 日（火）10:00-11:00 

 (2) 実施場所 

   オンライン（Zoom） *参加 URL は申込者に対してのみ、別途通知します。 

 (3) 申込方法 

   以下申込みフォームからお申し込みください。 

   https://forms.cloud.microsoft/r/aNxFDU1xwr 

 (4) 申込期限 

   2026 年 6 月 4日（木）正午まで 

 

８ 選考方法 

  AFK2027 出品者公募選考委員会において審査を行います。 

 

  選考委員 *50 音順、敬称略 

黒澤 浩美 公益財団法人石川文化振興財団ラビットホール ディレクター、 

株式会社ヘラルボニーCAO 

椿 昇 現代美術家、京都芸術大学 教授、 

ARTISTS’ FAIR KYOTO ディレクター 

保坂 健二朗 滋賀県立美術館 ディレクター（館長） 

Yotta 現代アートユニット 

 

９ 選考結果 

  AFK2027 出品者公募選考委員会で審査し、2026 年 7 月下旬に応募者全員に対し選考結果

をお知らせします。なお、出品者については、主催者から 10 月頃に主催者からプレスリリ

ースを行う予定としておりますので、主催者が発表するまでの期間は、ご自身の結果につい

て SNS や Web 等で公表されませんようお願いいたします。 

  *AFK2027 出品者に係る選考の理由等、審査内容は非公表とします。 

https://forms.cloud.microsoft/r/aNxFDU1xwr
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10 スケジュール（予定） 

2026年 6 月 4 日(木)  応募者向け説明会 申込み締切 *正午まで 

 6 月 9 日 (火 ) 応募者向け説明会 

 6 月 24 日(水) 応募締切 *17:00 まで 

 7 月 下 旬 選考結果通知、追加情報の提出依頼、 

出品者説明会開催日程連絡 

 8 月 中 旬 出品者説明会 *平日日中にオンラインで開催予定 

会場下見会 

 10 月 11 日(日) 予定作品リスト、展示プランの提出 *以降調整期間 

 12 月 6 日(日) 最終作品リスト、展示プランの提出 *以降変更不可 

2027年 1 月 中 下 旬 直前説明会 *平日日中にオンラインで開催予定 

 3 月 1 日(月) 

3 月 2 日(火) 

作品搬入設置 

*平面作品：3 月 2 日(火) 

*インスタレーション、大型立体等：3 月 1 日(月)、2 日(火) 

 3 月 3 日(水) スチール撮影、アワード審査会 

 3 月 4 日(木) アワード授賞式、内覧会、レセプションパーティー 

 3 月 5 日(金)～ 

3 月 7 日(日) 

一般公開 

 3 月 8 日(月) 作品撤去搬出 

  *作品集荷、返却スケジュールは、別途決まり次第お知らせします。 

  *上記は現時点の予定です。今後変更となる可能性があります。 

 

11 留意事項 

 (1) 応募時にご提供いただいた個人情報は事務局で厳重に管理し、「AFK2027 出品者公募」

に係る事務及び連絡（申込受付、選考、通知、問合せ対応等）においてのみ利用し、他の

目的での利用はいたしません。ご提供いただいた個人情報は、本事業の関係者（AFK 運

営のための業務委託先など）に提供することはありますが、それ以外の第三者への提供

はいたしません。応募によって上記につき同意いただいたものとみなします。 

 (2) 郵送、電子メール等、専用の応募フォーム以外から応募されたもの、また応募期間外に

応募されたものについては一切受け付けません。 

 (3) 出品に係る連絡調整については、主催者が委託する事業者が行います。 

 (4) 応募資料に著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の 

対象となっているものを使用した結果、生じた責任は応募者が負うものとします。 

 (5) 災害など不測の事態が発生した場合は、中止もしくは内容を変更させていただく可能

性があります。 

 

 



5 

12 問合せ先 

  本件に係る問合せは、以下にご連絡ください。 

 ARTISTS’ FAIR KYOTO 実行委員会事務局（京都府文化生活部文化芸術課内） 

 メールアドレス：bungei@pref.kyoto.lg.jp 

  *メールの件名は「AFK2027 出品者公募について」としてください。 

  *メールには必ず氏名、連絡先を記載してください。 

  *ご連絡、回答にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。 
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